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特
別
児
童
扶
養
手
当
、
特
別
障
害
者
手

当
、
障
害
児
福
祉
手
当
を
受
け
て
い
る
方

は
、
毎
年
８
月
に
現
況
届
（
所
得
状
況
及
び

現
に
対
象
者
が
在
宅
で
養
育
、
又
は
介
護
さ

れ
て
い
る
か
な
ど
受
給
資
格
の
確
認
）
の
提

出
が
必
要
で
す
。

　

現
況
届
を
提
出
し
な
い
場
合
、
８
月
以
降

の
手
当
が
受
給
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
忘
れ

ず
に
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

【
受
付
期
間
】

　

８
月
12
日
（
水
）〜
26
日
（
水
）

　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分

　

※
土
日
を
除
く

問　

社
会
福
祉
課　

障
害
福
祉
グ
ル
ー
プ

　
　

☎
６
３ 

― 

１
１
１
１　

内
線
３
９
４

　

茨
城
県
福
祉
人
材
セ
ン
タ
ー
は
、
茨
城
県

の
委
託
を
受
け
て
、
茨
城
県
社
会
福
祉
協
議

会
が
行
う
無
料
職
業
紹
介
所
で
す
。

　

高
齢
・
障
が
い
・
児
童
分
野
な
ど
の
福
祉

の
仕
事
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。
資
格
が
な
い

方
や
経
験
の
な
い
方
で
も
紹
介
で
き
る
仕
事

が
あ
り
ま
す
の
で
、
福
祉
の
仕
事
に
興
味
の

あ
る
方
は
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

求
職
登
録
や
求
人
検
索
は
、
茨
城
県
福
祉

人
材
セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
福
祉
の

お
仕
事
」
か
ら
も
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

問　

茨
城
県
福
祉
人
材
セ
ン
タ
ー

　
　

☎
０
２
９ 

― 

２
４
４ 

― 

４
５
４
４

　
　

平
日
午
前
９
時
〜
午
後
５
時

【
場　
　

所
】
ほ
り
の
う
ち
霊
園

【
墓
地
区
画
の
内
容
】

【
費　
　

用
】
永
代
使
用
料
：
18
万
円

　
　
　
　
　
　

年
間
管
理
料
：
３
，１
４
０
円

【
申
込
資
格
】
次
の
す
べ
て
を
満
た
す
方

　

①
潮
来
市
に
住
民
登
録
が
あ
る
方

　

②
市
営
墓
地
を
お
持
ち
で
な
い
方

　

③
申
込
者
本
人
以
外
に
墓
地
の
承
継
者

　
　
（
２
親
等
内
の
親
族
）
が
い
る
こ
と

【
申
込
方
法
】

　

所
定
の
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、

　

添
付
書
類
と
併
せ
て
環
境
課
に
提
出
。

　

※
申
請
書
は
環
境
課
に
あ
り
ま
す
。

【
必
要
な
物
】

　

・
墓
地
使
用
許
可
申
請
書

　

・
墓
地
承
継
承
諾
書

　

・ 

申
込
者
と
承
継
承
諾
者
の
続
柄
が
証
明

で
き
る
戸
籍
証
明

　

・
申
込
者
本
人
の
住
民
票
（
本
籍
記
載
）

　

・
承
継
承
諾
者
の
住
民
票

【
申
込
期
間
】
９
月
１
日（
火
）〜
11
日（
金
）

問　

環
境
課　

環
境
グ
ル
ー
プ

　
　

☎
６
３ 

― 

１
１
１
１　

内
線
２
５
１
〜
２
５
３

【
期
日
】
９
月
５
日
〜
令
和
３
年
３
月
13
日

　
　
　
　

毎
週
土
曜
日　

午
後
７
時
〜
９
時

　
　
　
　

初
級
・
中
級
の
２
コ
ー
ス
か
ら
選
択

【
内
容
】
手
話
技
術
・
関
連
知
識
・
体
験
学
習

【
会
場
】
中
央
公
民
館

　
　
　
　

※
事
前
申
込
み
は
不
要

【
対
象
】
高
校
生
以
上

【
費
用
】
受
講
料
無
料
、
テ
キ
ス
ト
代
別
途

問　

鹿
行
手
話
奉
仕
員
養
成
委
員
会
事
務
局

　
　

☎
０
５
０ 

― 

５
２
７
６ 

― 

９
５
８
５

　

い
じ
め
や
児
童
虐
待
な
ど
、
子
ど
も
を
め

ぐ
る
様
々
な
人
権
問
題
に
取
り
組
む
こ
と
を

目
的
に
、
悩
み
を
も
っ
た
子
ど
も
や
保
護
者

か
ら
の
相
談
に
応
じ
ま
す
。
秘
密
は
守
ら
れ

ま
す
の
で
安
心
し
て
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

【
期　
　

日
】

　

８
月
28
日
（
金
）
〜
９
月
３
日
（
木
）

　
　

平
日
：
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
７
時

　
　

土
日
：
午
前
10
時
〜
午
後
５
時

　
　

※ 

強
化
期
間
外
の
相
談
は
、
平
日
の
午

前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分
の
時

間
で
行
え
ま
す
。

【
相
談
方
法
】
電
話
相
談

　

☎
０
１
２
０ 

― 

０
０
７ 

― 

１
１
０

【
相 

談 

員
】
法
務
局
職
員
・
人
権
擁
護
委
員

【
実
施
機
関
】
水
戸
地
方
法
務
局

　
　
　
　
　
　

茨
城
県
人
権
擁
護
委
員
連
合
会

　

県
内
の
約
20
社
の
人
事
担
当
者
と
直
接
話

せ
ま
す
。〈
参
加
無
料
・
予
約
不
要
〉

【
期　
　

日
】
９
月
11
日
（
金
）

　
　
　
　
　
　

午
後
１
時
30
分
〜
３
時
30
分

【
対　
　

象
】 

仕
事
を
お
探
し
の
方
、
ど
な

た
で
も
参
加
で
き
ま
す
。

【
会　
　

場
】

　

県
水
戸
合
同
庁
舎　

２
階
大
会
議
室

　
（
水
戸
市
柵
町
１ 

― 

３ 

― 

１
）

【
必
要
な
物
】
履
歴
書
を
複
数
枚
持
参

【
そ 
の 

他
】

　

 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
防
止
の
た
め
、
当

日
は
必
ず
マ
ス
ク
着
用
で
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

問　

い
ば
ら
き
就
職
支
援
セ
ン
タ
ー

　
　

☎
０
２
９ 
― 
２
３
３ 

― 

１
５
７
６

行行  

政政  

情情  

報報

特
別
児
童
扶
養
手
当
な
ど
の

 

現
況
届
の
手
続
き
を
忘
れ
ず
に

潮
来
市
公
営
墓
地
の

 

使
用
者
を
募
集
し
ま
す

茨
城
県
福
祉
人
材
セ
ン
タ
ー

 

か
ら
の
お
知
ら
せ

元
気
い
ば
ら
き
就
職
面
接
会

（
水
戸
会
場
）開
催
の
お
知
ら
せ

鹿
行
手
話
講
習
会
の
お
知
ら
せ

「
子
ど
も
の
人
権
１
１
０
番
」
強
化
週
間

種　
　

別

区
画
面
積

区
画
数

仕
様

規
格
墓
地
第
２
種

３
㎡

２
区
画

更
地


